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東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
。

福
島
第
一
原
発
事
故
後
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
供
給
・
使
用
の
在
り
方
が

厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
。

　

「
脱
原
発
」
を
進
め
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
地
産
地
消
の
仕

組
み
づ
く
り
が
、
今
こ
そ
必
要
。
平

成
22
年
度
か
ら
、
国
の
補
助
制
度
を

活
用
し
、
住
宅
用
太
陽
光
発
電
設
置

補
助
を
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
24
年

度
は
廃
止
し
た
。
そ
の
理
由
と
今
後

の
再
開
予
定
に
つ
い
て
伺
う
。

　

市
民
の
意
識
を
高
め
て
い
く

ツ
ー
ル
と
し
て
助
成
金
の
必
要

性
は
認
識
し
て
い
る
。
24
年
度
は
、

国
の
補
助
対
象
と
な
る
事
業
は
、
公

共
施
設
や
防
災
拠
点
等
に
対
す
る
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
支
援
事
業

と
な
っ
た
。
八
潮
市
は
環
境
基
本
条

例
に
則
り
、
環
境
基
本
計
画
や
Ｉ
Ｓ

Ｏ
実
施
や
地
球
温
暖
化
対
策
実
行
計

画
（
事
務
・
事
業
編
）
を
作
成
し
取

り
組
ん
で
い
る
が
、
今
後
に
つ
い
て

は
、
財
源
の
問
題
も
あ
る
た
め
、

国
・
県
等
の
他
の
補
助
制
度
の
確
認

を
行
う
。
仮
に
市
単
独
で
実
施
す
る

場
合
で
も
、
市
民
が
長
期
的
に
使
え

る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
な
為
、
助
成
の

対
象
等
を
検
討
し
、
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
。

QＡ

一般質問から

３
番
　
矢
澤
　
江
美
子

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
の
推
進
に

つ
い
て

　

こ
の
４
月
か
ら
中
学
校
で
武

道
必
修
化
に
な
り
、
市
内
中
学

校
で
も
柔
道
、
剣
道
、
相
撲
の
中
か

ら
一
つ
選
び
１
、
２
年
は
必
修
、
３

年
は
球
技
と
の
選
択
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
こ
の
と
こ
ろ
18
歳
以
下
の

学
校
管
理
化
に
お
け
る
柔
道
事
故
に

よ
る
死
亡
事
故
は
28
年
間
で
１
１
４

名
、
２
７
５
名
が
重
い
障
害
を
負
う

事
故
が
続
い
て
き
た
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
し
か
し
武
道
必
修
化
は
延

期
し
な
い
と
の
文
科
省
の
回
答
で
す
。

指
導
す
る
教
師
に
医
学
的
な
知
識
や
、

適
切
な
指
導
方
法
、
安
全
へ
の
配
慮

な
ど
指
導
者
研
修
は
さ
れ
て
い
ま
す

か
。

　

指
導
者
研
修
に
つ
い
て
は
県

教
育
委
員
会
が
主
催
し
実
技
講

習
会
が
体
育
科
教
員
対
象
に
夏
季
休

業
中
に
２
日
間
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
武
道
の
必
修
化
に
伴
い
本
市

教
育
委
員
会
が
主
催
し
て
八
潮
市
柔

道
連
盟
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
本
年

度
９
月
初
め
に
、
保
健
体
育
科
教
員

全
員
を
対
象
と
し
た
指
導
者
講
習
会

を
実
施
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま

で
に
も
最
も
重
視
し
て
き
た
学
習
規

律
と
安
全
対
策
に
一
層
努
め
ま
す
。

Q

Ａ
９
番
　
池
谷
　
和
代

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
う
体
育

の
授
業
の
安
全
確
保
に
つ
い
て

　

最
近
市
内
で
ゴ
ミ
の
不
法
投

棄
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。
不
法

投
棄
は
、
景
観
を
損
ね
る
ば
か
り
か
、

一
歩
間
違
え
れ
ば
自
転
車
の
接
触
に

よ
る
交
通
事
故
も
危
惧
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
不
法
投
棄
に
対
す
る
市
の
考

え
を
伺
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
に
つ
き
ま
し
て
は
、

日
常
、
職
員
が
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
て
お
り
、
不
法
投
棄
を
発
見

し
た
場
合
は
、
道
路
管
理
者
や
公
園

管
理
者
な
ど
と
協
力
し
、
所
有
者
が

判
明
し
な
い
場
合
は
、
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
に
お
い
て
処
分
す
る
な
ど
、

市
民
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ

う
処
理
し
て
お
り
ま
す
。
交
通
に
支

障
が
あ
る
場
合
は
、
一
時
的
に
市
で

保
管
す
る
な
ど
迅
速
に
対
応
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
不
法
投
棄
防
止
看

板
の
設
置
や
不
法
投
棄
さ
れ
や
す
い

場
所
を
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る

な
ど
、
効
率
的
な
対
応
を
今
後
も
実

施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

QＡ

６
番
　
大
山
　
安
司

不
法
投
棄
対
策
に
つ
い
て

　

放
置
さ
れ
た
木
や
草
の
繁
茂
、

住
宅
の
一
部
破
損
に
よ
る
飛
散
、

門
扉
等
の
無
施
錠
に
よ
る
不
審
者
の

立
ち
入
り
、
未
撤
去
の
ガ
ス
ボ
ン
ベ

に
よ
る
放
火
、
冬
季
水
道
管
凍
結
に

よ
る
破
裂
な
ど
、
景
観
悪
化
、
防
災

や
防
犯
面
の
不
安
に
つ
な
が
る
「
空

き
家
」
が
各
地
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
。

　

気
に
か
か
る
建
物
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
私
た
ち
市
民
に
は
相
談
窓
口

が
わ
か
り
づ
ら
い
。

　

加
え
て
、
八
潮
市
は
高
齢
者
単
身

世
帯
・
高
齢
者
夫
婦
世
帯
が
増
加
し

て
お
り
、
持
ち
家
比
率
が
８
割
強
と

圧
倒
的
に
高
い
。
対
岸
の
火
事
で
は

な
い
と
感
じ
る
。

Q

Ａ 1
番
　
福
野
　
未
知
留

「
空
き
家
」
問
題
に
つ
い
て

　

動
画
を
利
用
し
た
市
の
広
報

に
つ
い
て
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
、
ユ
ー
ス
ト
リ
ー
ム

な
ど
、
動
画
の
配
信
方
法
が
進
歩
し

て
い
ま
す
。

　

誰
で
も
気
軽
に
動
画
の
配
信
が
で

き
る
環
境
が
整
っ
て
き
ま
し
た
が
、

市
の
考
え
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　

動
画
配
信
は
、
市
と
し
て
も

広
報
Ｐ
Ｒ
の
ツ
ー
ル
の
一
つ
と

し
て
有
効
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

市
制
施
行
四
十
周
年
を
記
念
し
て
、

「
や
し
お
進
化
論
」
を
作
成
し
ま
し

た
の
で
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
の
配
信

を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

QＡ

19
番
　
森
下
　
純
三

広
報
行
政
に
つ
い
て

　

習
熟
度
授
業
が
本
市
で
も
行

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
に
視
点
を
お
い
て
行
わ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

「
本
市
で
行
わ
れ
て
い
る
習

熟
度
授
業
は
、
「
子
ど
も
一
人

ひ
と
り
が
分
か
る
授
業
」
に
視
点
を

お
い
て
、
主
に
算
数
・
数
学
の
少
人

数
指
導
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

少
人
数
指
導
の
編
成
に
あ
た
っ
て

は
、
テ
ス
ト
の
結
果
だ
け
で
編
成
す

る
の
で
な
く
、
各
コ
ー
ス
の
学
習
指

導
の
内
容
を
説
明
し
、
児
童
・
生
徒

の
希
望
に
よ
り
編
成
し
て
い
ま
す
。

　

各
コ
ー
ス
の
学
習
指
導
方
法
は
、

学
習
課
題
を
共
通
に
設
定
し
、
一
時

間
で
確
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
き
め
細
や
か
な
指
導
に

力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
一
人
ひ
と
り
が
自
力
で

学
習
活
動
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
課

題
解
決
の
手
立
て
や
学
習
形
態
を
工

夫
す
る
こ
と
で
、
児
童
・
生
徒
に
と

っ
て
「
わ
か
る
授
業
」
を
実
践
し
て

お
り
ま
す
。

QＡ

18
番
　
鹿
野
　
泰
司

教
育
施
策
に
つ
い
て

やしお市議会だより

　

今
後
、
市
民
の
良
好
な
住
環
境
を

確
保
す
る
た
め
、
管
理
不
全
な
所
有

者
に
適
正
管
理
等
を
促
す
条
例
（
い

わ
ゆ
る
『
空
き
家
条
例
』
）
制
定
へ

の
取
り
組
み
は
有
益
と
考
え
る
。

　

本
市
の
ご
見
解
を
伺
い
た
い
。

　

本
市
に
お
け
る
空
き
家
問
題

の
現
状
で
は
、
相
談
内
容
に
応

じ
、
各
部
署
に
お
い
て
適
正
な
指
導

を
も
っ
て
、
対
応
で
き
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

『
空
き
家
条
例
』
の
制
定
に
つ
い
て
、

現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
に

つ
い
て
考
え
て
い
な
い
。


